
平成 30年度豊田市成年後見支援センター実績表

I <1＞広報業務 ｜ 

区 分 H30目標値 平成30年度実績 平成 29年度実績

出前講座 4回 42回 19回

市民講座の開催 1回 0回 2回

専門職との勉強会 4回 16回 2回

I <2＞相談業務

区 分 H30目標値 平成30年度実績 平成29年度実績

相談支援 250イ牛 273件・延2046回 296件・延2,566件

内訳 区 分 認知 知的 精神 他 認知
実日

精神 他
的

（その他除
類型別割合（%） 60% 7% 18% 14% 59号も 8% 13句も 20% 

く）
対応件数（件） 164 19 52 38 174 25 39 58 

I c 3 ＞利用促進業務 I 

区 分

市長申立

申立書類作成支援

定例会

(4）後見人支援業務

区 分

後見人支援

チーム会議の開催

I cs＞法人後見業務

区分

受任

H30目標値

100イ牛

12回

H30目標値

100回

H30目標値

受任40件

平成 30年度実績

21件

77イ牛

12回

（その他、臨時受任調霊会綴3回）

平成30年度実績

77イ午

61回

平成30年度実績

受任40件

（延べ43件 ・4,391件対応）

平成 29年度実績

5件

115イ牛

9回

平成 29年度実績

87イ牛

43回

平成29年度

受任24件

（延べ 665件対応）
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とよた市民後見人lζ怒号ためにはJとよた市民後見人育成語座』を受講すミ5必要があります。

6月1日｛こと） 14:00～15:30

6月～11月の土曜日13:00～16:30（原則）

金刊回（釜本月2回｝ 初回は6月22日（土）12:30～

．成年後見制度の基礎知識

．対象者の理解（認知症・知的障がい・精神障がい）

．後見人等が行う財産管理と身上保護

．演習（~例検討・グループワーク）

llI豆~ヨE 2020年1月～3月の土略目毒事

会3日程度

．後見業務の実際（後見人になったらやるべきこと）

・グループワークほか

4.笠録画鍵 I 

・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
守

市民鶴見入似タ畳語、とよた市民綿入として活動開始｜

f文E化図市会民館αD 

盟国市 型I! 
αDCロコ

． ． 
スカイホール

CID 

Cロコ CJ αD .... effl文飾．店

朝日．丘中
IJ _ "" 

童子．山α，Dl、

i’ 
eMドEンGキAホーテ

．ダイゾー

【公然交通線開でお鍾しの方】

・愛知環状鉄道新笠田駅または名鉄笠岡市駅より徒歩約20分

．笠図市駅からは函口の51ltパス乗り湖より

f笠国市福祉センター行きJおいでんパスで直通

．名鉄上挙母駅より徒歩約10分

．愛知環状鉄道新上拳母駅より徒歩約15分

［怠E震であ・鑓しの方｝

・駐車場 197台

※利用台数に限りがございますので．可能な限り粂り合せや

公共交通告量関与専のご利用をお願いいたします．

とよた市民後見人育成講座事前説明会参加申込書 置零胃票冒頭理事．

フリガナ
ー・・ーーーーーーーー－－ーーーーーー・ーーーー・・・・・ーーーーーーー－・・ーーーー．，・・ー・・・・ーーーー・－喧・．，，ーーーー 昭和

生年月日 平成 年 月 日
名前

（年齢） 歳）

T 

住所

電話 FAX 

備考

詰uirいすをこ利用のコーなど、ocatが必wな方l:t.その旨をこ・tc入ください

上12をご記入の上、下記にお送りいただくか、隻回市福祉センター内にある愛国市成年後見支援センターまでお持ちください．

回 置（脱臼3・2346監理詰世田明豊田市成年後見支援センー
i詰ご12入いただいた個人情絡Ii「とよた市長後見人育成前座Jの運営・管理にのみ使用させていただきます，



とよた市民後見人育成講座事前説明会

豊田市における「市民後見人の育成・共働jについて

令和元年6月 1日（土）

豊田市福祉部福祉総合相談課

か害~~m
I City of 



本日のポイン卜

or市民後見人の育成・共働jの施策としての考え方

O「市民による後見活動Jの目指す姿

0市民後見人育成スケ：：；ユール

OJt‘ンク登録までの流れについて

0受講要件について

0市民後見人の活動に対する報酬の考え方

O家庭裁判所への推薦についての考え方

0市民後見人の受任体系について

・・・．．．．．．．．．．．．．．
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か害｝~l育
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P. 6 
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「市民後見人の育成・共働」の施策としての考え方 か善男！？？
0豊田市では、市民後見人の育成・共働の取組を、地協共生社会を目指して市民とともに創り上げる「社会の構造・仕組みづくり施策Jとして

捉えて、推進していきます。

0このため、改正社会福祉法に規定された「地域福祉推進の理念Jと、豊田市の共働によるまちづくりの姿勢を示す 「豊田市まちづくり基本条例Jの
考え方を踏襲した「まちの像Jを目指します。

相互協力による日常生活の営み、活動への参加機会の確保 ［理念］ 市民及び市は、共通の目的を実現するために、互いの立場を尊重し、
対等な関係に立って、共にまちづくりを推進（第5条）

［住民・福祉関係者］ ［豊田市］ 市民の自主的な活動の尊重、共働によるまちづくりを推進する施策 （第16条）

①地域で暮らす上の多様な生活課題の把握（＝社①） ［市 民※］①公共の利益及び地域社会の発展への寄与（＝ま①）
②関係機関との連携等による解決（＝社②） （第4条の2) ②市民活動の相E尊重、自らの発言と行動への責任（＝ま②）

③行政サービスに伴う負担の分任（＝ま③） （第9条第1項～第3項）｛市町村］
地域共生社会の実現に向けた ※市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体を示す．

①地域づくり ②包括的な支援体制づくり（第106条の3) ｛事業者〕 地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与（第9条第4項）

踏襲

目指すまちの像

安心して 自分ちしく生きちれる 支え合いのまち
く いつまでも意思が尊重されつながり・支え合う 権利擁護支媛の推進 〉

本人・後見活動に関わる市民 共働での実現・実施
（親族後見人、市民後見人を含む）

－地域社会全体で本人の利益を擁護し支え合う（社①、社②、 ま①）

・後見人の活動が市民間で尊重されつつ、親族後見人・市民後見人が本

人の意思に基づく生活の実現に向け、人生に寄り添う姿勢と自覚を有

する（ま②）

・本人は収入等への配慮は受けつつも応益負担し、社会に参加する市民

の一員であり続ける（ま③）

豊田市7 センター

・地域づくり・包括的な体制づくり
．共働によるまちづくり推進の施策

－連携等による課題の解決
・安心して住めるまちつ‘くりへの協力

専門職、福祉・医療等の関係機関、家庭裁判所’



「市民による後見活動jの目指す姿 か害~~m
0豊田喧では、太陽を向くひまわり（豊田市の花）になぞらえ、

の理念とします。
「本人に寄り添い、心の声に耳を傾けるjを市民による後見活動

O中でち、 ①本人の意識と利益の尊重、 ②市民としての生活の実現、 ③生活等の変化への気づき、 ⑨後見人としての自覚、

⑤公正な支援の5つの視点（ 5枚の花びら）を特に重要視します。

①本人の意思ど穂j益の尊重

②市民として処生活の実現
市民として大切な機会や場所、時間等を意識し、
センターや関係機関と協力して、
本人が安心して過ごすことのできる生活を考え、実現巻目指す

疑惑や不信を沼くことがないように、
個本情報保護など各種法令を意識して日頃からの支援を行う

－・国・・・・・E薗・・瞳a・・圃・6・‘“・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．， 
司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．， 
‘．噂器iiiiiiiiiiiiiiiii;;, ' 

③生活等の変1乙、？隼コγ 可：！iiiiiii!i；醤＝＝＝＂

本人の生活や病状、環境の変イ

：協力して、必要約一ヒλ辱が受けられるようにチームで支援する ゆ後見本とじ℃の目見

1家族でもなく、一時的なボランティアやお手伝いでもなく、
者として、

%を

2 



市民後見人育成スケジュール か 善男！？！？
0受講者は、基礎講座（ 6月～ 11月） 、実務講座（ 1月～3月）の後、面接を経て、とよた市民後見人パンク（＝名簿）への

登録を行うことができる。

0 2 0 2 0年（令和2年）よりパンク登録者の推薦を検討し、家庭裁判所かち後見人等としての選任を受けた者を「とよた市民

後見人Jと呼ぶ。

14月 1s月 16月 17月 1s月 19月 110月 111月 112月 11月 12月 13月｜

事
前
説
明
会

基礎講座

6/22～ 
（約6か月）

実務講座

（約3か月）

パ
シ
ク
登
録

面
接

家庭裁判所

への推薦を
検討

詳細はP.7

選任後

市民後見人

として

活動開始

3 



）＼‘ンク登録までの流れについて

2019年6月1日 講座の概要説明と申込受付開始

2019年6月～11月 座学やグループワーク中心の講座

2020年1月～3月 センター職員と共に後見事務の実習

［ 二-'"'' 〓面会パシク鶴 :: '." F' _I 

面接を経て、パンクへの登録ができる

＊ 誓~~m

＜基礎講座の概要＞

※隔週土曜日午後に開催予定（月 2回程度）

O意思決定支援としての制度理解

0市民後見人の必要性と意義の理解

O後見活動で必要な知識の習得

（対人支援、民法、生活保護等）

O事例検討・グループワーク

＼ O家庭裁判所見学

0レポート作成

＜実務講座の概要＞

※3か月の聞で受講者を割振り実施 ｜ 

Oグループワークや事例検討をとおし

て、座学の理解をさらに深める

0後見センターが開催する会議等への

参加

0レポート作成

4 



か善男！？？受講要件について

圃圃圃圃圃圃圃・・圃圃・圃圃園田園園田園・園田圃園田園田園田園圃・園田園田園田圃・ーー圃園田ーーーーーーーー司、、
も

とよた市民後見人育成績座の受講要件

’・講座受講申込時に以下の条件を満たし、とよた市民後見人となることを希望する者
①社会福祉活動に理解と熱意があり、他の関係機関と共働し後見活動が支障なく行えること

②原則、豊田市在住・在勤であること

③満25歳以上であること

④講座の全日程に参加可能であること

※ただし暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると認められる場合は受講できません。
I ， 

ー園田園E 田ー田園田ー園田園ー園田園田ーー四ーーー回目回目ーーー園田園園田園田園間ー園田回目園田ー園田園E ー回目白ー四ー田園田ー・・ーーー四回目園田閉園田町園田園園田園園間園田四四回目圃，r

・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・圃圃・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・” ・・・圃圃・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・圃・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・圃圃・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・－ a・
、
‘、
・・・・・・

3・・・・・嶋・・・圃・・・・・・・・・圃明m・帽・圃・”・・・・剛網棚・・・・・・・・・・・・・・胴・・・・・・・・・圃・・・・・圃圃圃’”・・陶．”・・・・u・酬・圃・・・・・・・・・・圃・・・・・圃伺開園・・・・ー・圃・”・・・・・・・・ーー、、、、
' 

とよた市民後見人Jt'シク登録時の要件

5 

民法第 847条に規定される欠格事由
．未成年者

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、 保佐人又は補助人

・破産者

－被後見人に対して訴訟をし、文（ました者並びにその配偶者
及び直系血族

－行方の知れない者

①新規登録申請時に、とよた市民後見人育成講座における受講者の要件を満たし、なおかつ講座を 1年以内に

修了していること

②後見センターがパンク登録者（こ対して行うフォローアップ研修等、定期的な研修に参加すること

③次に掲げる事項に該当しないこと。

ア禁治産宣告・準禁治産宣告を受けた者

イ成年後見開始・保佐開始、補助開始・任意後見監督人選任審判を受けた者

ウ民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者

工後見人等として宗教活動や政治活動を行おうとする者

オその他上記に準ずると判断される者

J
 l

a
e
－－－－－－－－－－－－－ 

、、、、L可・・ーーーー園田園田ーー四回ーー園田園田ー・・ーーーーーー－－－－園田園田園園田園園田園ーー圃圃ーー田ーーーーーーーー



市民後見人の活動に対する報酬の考え方 か善男！？？
0豊田市では、市の育成・支援体制の下、活動を行う市民後見施策に対する本人の分任分（＝本人の応益負担分）として、市民

後見人は、報酬を申し立てるちのとします。ただし、この時本人の収入等の状況に対する配慮を十分に行います。

0一方で、市民後見人は職業としてその活動に従事するのではなく、公共の利益及び地域社会の発展への寄与といった

公的な性格を持つ立場であります。このことから、報酬を受け取ることに対しては、その立場として相応な額（＝よ限8,000
円）に留まることが豊田市の考え方です。

必要に応じ、報酬助成制度

民法第862条に基づき、 本λ
家裁が審判する報酬 （被後見人）

I ¥ ¥ ! 
I. • 

； 社会金色ヘ還元 •• .! 

市民後見人の立場として

市民 常？りーする？

後見人；子園児早足！？？？円；
社会全体での制度運用への本人の参画 ー / I i 

く一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J

意思の実現と権利擁護 後見活動による身上保護

報酬での応益負担

社会福祉協議会の基金

の仕組み

￥ 

￥ 
￥ Z社会全体で‘の制度運用への賛同を必須として

E 寄付で基金へ繰り入れる分

（＝上限の8,000円を超えた場合）A 

業

6 



家庭裁判所への推薦についての考え方 か欝~~JTI
0豊田市では、市民後見人の受任が妥当とされる案件があった場合、後見センターが主催する「定例会jにて市民後見人を候補

者とするかどうか、また対象者に合わせてどのパシク登録者を推薦するかについて検討します。

0あくまでち後見人等の選任は家庭裁判所の専決事項であり、選任されない可能性があることを御承知おきください。

豊田市市民後見パシク

畳録者

登録者
1 

登録者

④し一一一

市民後見人の受任が妥当とされる案件

市

② 

定例会

三専門職
（弁護士・司法書士

・社会福祉士）

後見センター申立人

①定例会において、市民後見人を候補者とするかどうか、その推薦者について検討。

③ 

②候補者として推薦されたパンク登録者は、センターに対し、書面で承諾または辞退の意思表示を行う。

家庭裁判所

③パンク登録者が承諾の意思を示した場合、申立人は候補者欄に当該パンク登録者の情報を記入し、家庭裁判所に申立てを行う。

④パンク登録者は、受任に関して家庭裁判所からの照会及び選任の通知があった場合、すみやかにセンターに報告する。 7 



市民後見人の受任体系について か 欝~~m
0豊田市では、家庭裁判所から選任された後ち、後見センターを中心として、豊田市、専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士）

福祉・医療関係機関等がチームを作り、とよた市民後見人のフォローを行っていきますo

新規案件 ・・・本人に初めて後見人等が選任され、これから後見活動を開始する案件
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目安：受任1年後を目途
判断：定例会にて、市民後見人の活動状況

を総合的に判断し、単独への移行を検討 専門職

0受任調整時点では表面化していない課題等の対応が懸念されるため、新規案件については複数受任を基本とする。
O この場合、複数受任していた法人・専門職は後見人等を辞任するが、後見監督人等となる予定。
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・既に専門職や法人が後見人等として選任されており、法律的な課題や支援体制が構築できている案件
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福祉・医療関係機関

地域支援者
0基本的には1対1の受任
0センター等と協力し、チーム体制で後見活動

専門臓 専門臓

センター

0債務整理などの課題解消や、福祉的な支援体制が構築ができるなど、法人・専門職が必ずしち受任し続けなくてよい
と判断できる案件については、法人 ・専門職からの引継ぎを受け、当初から市民後見人が単独受任することを想定。

Oこの場合、これまで後見人等で、あった法人・専門職は後見監督人等となる予定。 8 




